
『季刊行政管理研究』編集規程 

 
 
（目的） 

第 1条 『季刊行政管理研究』の質を維持・向上させるため、編集に必要な事項を定める。 

 

（編集委員会） 

第 2条 一般財団法人行政管理研究センター（以下「センター」という。）に編集委員会を置く。 

 

（編集委員会の構成） 

第３条 編集委員会の委員は、センター理事長が委嘱する。 

 

（編集委員会の任務） 

第４条 編集委員会の任務は、次のとおりとする。 

 （1）『季刊行政管理研究』の編集に関する基本方針の策定及び各号の編集に係る企画立案 

 （2）査読委員の選定 

 （3）掲載記事の採否の決定 

 （4）その他『季刊行政管理研究』の編集発行に必要な事項 

 

（掲載論文等） 

第 5条 『季刊行政管理研究』に掲載する論文等は、以下のものとする。 

 (1) 行政管理に関する理論や技術に関する研究の成果発表としての日本語の論文であり、未発表のもの 

 (2) その他編集委員会が執筆を依頼した論文等 

２ 投稿論文の掲載の可否は、査読者による査読結果を参考にして編集委員会の責任において決定する。

掲載に当たって原稿の加除修正を求めることがある。 

 

（査読） 

第６条 編集委員会は、査読者を選定し、査読を依頼する。 

２ 査読者は、匿名とする。編集委員会は、査読者名を公開しない。 

 

 



『季刊行政管理研究』投稿要領 

 
１ 投稿原稿の範囲 

  行政管理に関する理論や技術に関する論文、研究ノート、実務報告、書評等であって、他雑誌等に

未投稿のものに限る。 

 

２ 投稿資格 

  投稿資格は問わない（研究者、実務家、学生等全ての者が投稿可能。）。 

 

３ 使用言語 

  日本語に限る。 

 

４ 投稿原稿の分量  

  投稿原稿の分量は、原則として次のとおりとする。 

①論文：400 字詰め原稿用紙換算で 50枚～60枚程度 

②研究ノート、実務報告：400字詰め原稿用紙換算で 40枚程度 

③書評：400 字詰め原稿用紙換算で 18枚程度 

  なお、上記の枚数には、図表、注、参考文献等を含むものとする。 

 

５ 原稿審査等 

(1) 投稿原稿の掲載の可否については、編集委員会の責任において決定する。 

(2) 投稿原稿のうち、論文及び研究ノートについては、査読者による査読結果を参考にして掲載の

可否を決定する。 

 (3) 投稿原稿の掲載に当たり、編集委員会から原稿の修正を求めることがある。 

 

６ 著者校正 

  著者による校正は、原則として２回までとする。 

 

７ 投稿原稿の返却 

  投稿原稿は、掲載の可否にかかわらず原則として返却しない。 

 

８ 原稿料等 

 掲載原稿の著者には、当該原稿の掲載誌３部を進呈する。 

 

９ 投稿原稿の提出形式 

  投稿原稿は、電子メールにより、所要の事項を記載した別添の「投稿原稿整理表」とともに、編集

委員会に提出するものとする。 

  なお、論文については、このほか概ね 400文字以内の要約を提出するものとする。 

  （注）発行日：６月、９月、12 月及び３月の 25日 

 

10 投稿原稿の送付先、連絡先 

  〒113－0034 

東京都文京区湯島３丁目 31番 1号 中川ビル５階 

一般財団法人行政管理研究センター 『季刊行政管理研究』編集委員会 

電   話：03－5969－8211     

Ｆ Ａ Ｘ：03－5688－8400 

電子メール：office＠iam.or.jp 



別添 

 
投稿原稿整理表 

 
 

原稿の種類 

（✓をつける） 

 

□論文    □研究ノート    □実務報告 

 

□書評    □その他 

 

執筆者氏名（ふりがな） 

 

執筆者所属 

 

執筆者連絡先 

住所 

〒 

 電話番号 

 

 FAX番号 

 

 電子メールアドレス 

（必須） 

 

その他連絡事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

『季刊行政管理研究』執筆要領 

 
 

１ 使用用紙 

  投稿原稿は、A4 版用紙を使用し、1ページ当たり 40字×30行の横書きとする。 

 

２ 使用言語 

  日本語とする。 

 

３ 見出し・項目番号 

  大きな見出し、項目ごとに次の順序で統一する。 

  Ⅰ→１→（１）→ア→（ア）→ａ→（ａ） 

 

４ 用字、用語等 

(1) 字体は、新字体、仮名遣いは、「現代仮名遣い」（昭和 61年 7月 1日内閣訓令 1号）、漢字は、

「常用漢字表」（昭和 56年 10月 1日内閣告示 1号）によることを原則とする。 

(2) 接続詞は、仮名で表記する。ただし、次の 4語は漢字とする。 

  及び、並びに、又は、若しくは 

(3) 年号は、西暦を原則とする。ただし、法律制定年は、元号による。予算年度等については、

元号によることができる。 

(4) 数字は、アラビア数字を原則とする。ただし、漢数字によることが望ましいものは、例外と

する。 

  （例）数千万、二次的、3億 4500万円等 

(5) 単位は、略式記号を使用する。 

  （例）％、ha、㎞等 

(6) 分数は、例えば、「３分の１」のように表記する。 

 

５ 注記 

  本文における注記（説明注及び引用注）は、例えば、「・・・・である(注 1)。」又は「・・・・

である 。」と表記し、論文末に一括掲載する。 

   （例）１ ・・・・・ 

      ２ ・・・・・ 

 

６ 文献の表記 

文献の表記は、次のとおりとする。 

 (1) 日本語文献 

  ①単行本の場合：著者名、『書名』、出版社、出版年、ページ。 

  ②論文の場合：執筆者名、「論文名」、『雑誌名』巻、号、発行年月日、ページ。 

 



 

(2) 外国語文献 

①単行本の場合：著者名（姓，名）、『書名』（斜体文字とする。）、出版社、発行年、ページ。 

②論文の場合：執筆者名（姓，名）、“論文名”（斜体文字とする。）、雑誌名、巻、号、発行年、ペ

ージ。 

 

７ 図表 

図表は、原則として本文中に取り込み、それぞれ別に一連番号を付し、図表上部にタイトルを付

す。 

 

８ その他 

採録決定後、編集上の都合により体裁や書式について編集委員会から修正を求めること、あるい

は編集委員会の判断でその細部を変更することがある。 
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